
随 意 契 約 理 由 

令和 7 年（2025 年）10 月 15 日 

契 約 担 当 課 名 魅力文化創造課 

発 注 担 当 課 名 魅力文化創造課 

契 約 名 称 「豊中まちなかクラシック」演奏等業務委託 

契 約 内 容 市内各地の施設を会場にした室内楽コンサート 

契 約 締 結 日 

及 び 契 約 期 間 

令和 7 年 10 月 15 日 

令和 7 年 11 月 3 日から令和 8 年 2 月 27 日まで 

契 約 の 相 手 方 

（所在地・名称） 

公益財団法人日本センチュリー交響楽団 

（大阪府豊中市服部緑地１丁目７番） 

契 約 金 額 2,673,792 円 

随 意 契 約 理 由 

（地方自治法施行令第 167 条の 2 第１項第 2 号に該当） 

豊中市では、「音楽あふれるまち」の推進に取り組んでお

り、第 4 次豊中市総合計画後期基本計画においても、市民

が身近に音楽に親しむことができるよう、本市の貴重な音

楽資源である日本センチュリー交響楽団などの市内の多様

な主体との取組みを展開し、音楽に親しむことのできる場

と機会の充実を図ることを掲げている。さらに、豊中市文

化芸術推進基本計画では、こういった文化芸術の取組みを

通じて市の都市魅力を創出し、シビックプライドの醸成を

図ることを掲げている。 

 その取組みのひとつである「まちなかクラシック」は、

本市における文化芸術の創造及び情報発信を推進し、心豊

かな市民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与すること

を目的とした事業である。 

 契約の相手方である日本センチュリー交響楽団は、

「音楽あふれるまちの推進に関する協定」を結び、本市

に拠点を置く唯一のプロオーケストラとして、文化芸術

の力を生かしたまちづくりに音楽を通じて取り組んでき

た多くの実績を有することから、地方自治法施行令第 167

条の 2第１項第 2号により随意契約を行うもの。 

 


